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特定秘密保護法の施行に反対する会長声明

２０１４年（平成２６年）１２月１０日

兵 庫 県 弁 護 士 会

会 長 武 本 夕 香 子

１ ２０１４年（平成２６年）１２月１０日、特定秘密保護法（以下「本法」とい

う。）が施行された。当会は、これまでに、本法が、① 政府の保有情報は本来

主権者たる国民に帰属するものであるとの基本的視点を欠いていること、② 秘

密指定の対象が広範かつ無限定であり「特定秘密」の恣意的な指定がなされる

恐れが強いこと、③ 現行法制度で情報保全はすでに十分になされており、法制

定の必要性・合理性が存在しないこと、④ 処罰範囲があいまいで、報道機関に

よる取材への萎縮効果を生むのみならず、国民の知る権利を侵害すること、⑤

適性評価制度はプライバシーの侵害の危険性があることなどの理由から、本法

の成立前から反対し、成立以降も同法の廃止を訴えてきた。

２ 昨年１２月の本法成立・公布後、政府は、本年１０月１４日に「特定秘密の

指定及び解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」及

び関係政令の閣議決定に及んでいる。しかし、この運用基準等は８月末に実施

したパブリックコメントにおいて寄せられた、独立した本来の意味での第三者

機関の設置を求める多数の国民の意見を殆ど反映していない。また、有識者か

ら構成される「情報保全諮問会議」も３回開催された程度であり、十分に検討

されておらず、拙速のそしりを免れない。

特定秘密の指定、解除など運用の適正を確保するとされていた「第三者的機

関」も、内閣官房に設置される「保全監視委員会」、内閣府に設置される「独立

公文書管理監」、「情報保全監察室」、及び、内閣総理大臣が委嘱する者で構成

され、内閣官房が庶務を行う「情報保全諮問会議」と、そのいずれもが内閣総
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理大臣の影響下にある機関であって、「第三者的機関」と呼べる性格のものでは

ないし、また、各議院８名の議員によって構成され、秘密会として開催される

「情報監視審査会」についても、特定秘密へのアクセスや改善の強制権限は認

められていない。よって、我々弁護士会が求めていた独立して特定秘密の指定

等を調査する権限を有する本来の意味での第三者機関は存在しないこととなっ

た。

３ 本法は、これまで当会が指摘した問題点は何ら解決されていない欠陥法であ

り、本法が施行されれば、政府の保有情報が際限なく隠蔽され、国民の知る権

利や両議院の国政調査権が大きく抑制されるおそれが否定できず、民主主義の

前提である政府の情報を利用した言論・出版等の表現の自由が損なわれること

は必至である。また、同法の適性評価制度は、特定秘密の情報保有資格調査を

理由に、情報保有対象者以外の広範な個人に対し、秘密裏に日常生活における

調査を可能にする点で、プライバシー権を損なう懸念が払拭できない。

４ よって、当会は、特定秘密保護法の施行に反対するとともに、同法の廃止を

求める次第である。

以 上


